
た
）。
何
回
も
の
会
議
を
経
て
最
終
報
告
は

今
年
の
八
月
に
公
表
さ
れ
た
。

主
な
提
言
は
左
記
の
一
〇
項
目
で
あ
る
。

●

I
F
A
C
の
提
言
は
一
見
総
花
的
な
よ

う
に
も
見
え
る
が
、
世
界
の
国
々
が
そ
れ
ぞ

れ
改
革
に
動
き
出
し
て
い
る
も
の
の
中
か

ら
、
実
現
可
能
性
の
あ
る
ベ
ス
ト
・
プ
ラ
ク
テ

ィ
ス
を
取
り
出
し
て
き
て
提
言
と
し
て
ま

と
め
た
も
の
で
あ
る
。
提
言
の
よ
り
具
体
的

内
容
に
つ
い
て
は
、
I
F
A
C
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

（w
w
w
.ifac.org

）か
ら
本
文
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
て
ほ
し
い
。

【
一
】
実
行
性
の
あ
る
企
業
倫
理
規
則
を
設
定
し
、
積
極
的
に

モ
ニ
タ
ー
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

倫
理
規
定
は
す
で
に
多
く
の
企
業
で
制
定
さ
れ
て
い
る
が
、

必
ず
し
も
倫
理
規
定
又
は
行
動
指
針
に
つ
い
て
、
役
員
及
び

従
業
員
に
対
す
る
教
育
や
履
行
状
況
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
が
十

分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。
ト
ッ
プ
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
重
要
で

あ
る
。

【
二
】
企
業
経
営
者
は
財
務
管
理
及
び
統
制
の
有
効
性
に
つ
い

て
、
よ
り
い
っ
そ
う
重
き
を
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

財
務
報
告
や
内
部
統
制
組
織
に
対
す
る
経
営
者
の
責
任

の
明
確
化
、
C
F
O
の
役
割
と
会
計
・
財
務
能
力
の
再
認
識
、

内
部
監
査
の
充
実
を
求
め
て
い
る
。

【
三
】
財
務
報
告
の
虚
偽
記
載
す
る
誘
引（
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
）

を
減
ら
す
必
要
が
あ
る
。

非
現
実
的
な
短
期
的
決
算
予
想
の
廃
止
や
ス
ト
ッ
ク
・
オ

プ
シ
ョ
ン
の
経
費
処
理
を
求
め
て
い
る
。

【
四
】
取
締
役
会
は
経
営
者
の
監
視
に
つ
い
て
改
善
す
る
必
要

が
あ
る
。

取
締
役
会
に
よ
る
C
E
O
の
評
価
、
独
立
取
締
役
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
る
監
査
委
員
会
又
は
監
査
役
会
の
設
置
と
権

限
及
び
責
任
の
明
確
化
、
そ
し
て
監
査
委
員
会
メ
ン
バ
ー
の
財

務
会
計
能
力
の
必
要
性
な
ど
を
求
め
て
い
る
。

【
五
】監
査
人
の
独
立
性
に
対
す
る
脅
威
は
、
企
業
統
治
プ
ロ

セ
ス
の
中
で
も
、
ま
た
監
査
人
自
身
に
よ
っ
て
も
十
分
に
認
識

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

外
部
監
査
人
と
の
窓
口
は
取
締
役
会
、
監
査
委
員
会
又

は
監
査
役
会
に
よ
る
外
部
監
査
人
と
の
監
査
及
非
監
査
業

務
契
約
の
承
認
そ
し
て
報
酬
の
開
示
、
担
当
監
査
人
の
ロ
ー

テ
ー
シ
ョ
ン
、
監
査
法
人
内
で
の
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
プ
ロ
セ
ス

の
確
立
、
パ
ー
ト
ナ
ー
報
酬
と
業
績
評
価
制
度
の
見
直
し
な

ど
を
求
め
て
い
る
。

【
六
】主
と
し
て
監
査
の
品
質
管
理
プ
ロ
セ
ス
を
一
段
と
重
視
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
監
査
の
実
効
性
を
高
め
る
必
要
が
あ
る
。

監
査
法
人
ト
ッ
プ
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
発
揮
、
会
計
士
業

界
に
入
る
人
材
の
質
の
向
上
、
資
格
取
得
後
の
教
育
の
充
実
、

ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
継
続
及
び
引
き
受
け
の
際
の
審
査
と
監
査

法
人
内
の
品
質
管
理
レ
ビ
ュ
ー
制
度
の
強
化
、
品
質
管
理
プ

ロ
セ
ス
の
公
表
、
監
査
法
人
の
財
務
情
報
の
開
示
な
ど
を
求

め
て
い
る
。

【
七
】
財
務
報
告
プ
ロ
セ
ス
に
関
与
し
て
い
る
そ
の
他
の
関
係

者
が
、
遵
守
す
べ
き
行
為
規
範
を
制
定
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ

を
遵
守
し
て
い
る
か
を
モ
ニ
タ
ー
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
、
格
付
け
機
関
、
弁
護
士
及
び
投
資
銀
行

な
ど
の
行
動
指
針
の
制
定
、公
開
そ
し
て
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
実
施
、

機
関
投
資
家
の
積
極
的
役
割
の
行
使
な
ど
を
求
め
て
い
る
。

【
八
】
監
査
基
準
及
び
監
査
規
制
は
強
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

国
際
監
査
基
準（
I
S
A
）へ
の
統
合
プ
ロ
セ
ス
の
確
立
、
I

S
A
の
更
な
る
改
善（
例：

不
正
の
発
見
、
リ
ス
ク
の
評
価
な

ど
の
監
査
基
準
）、
外
部
機
関
に
よ
る
監
査
の
品
質
に
つ
い
て

の
レ
ビ
ュ
ー
制
度
の
確
立
、
会
計
士
業
界
の
自
主
規
制
制
度

に
つ
い
て
の
レ
ビ
ュ
ー
、
I
F
A
C
の
メ
ン
バ
ー
団
体
の
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス
義
務
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
な
ど
を
求
め
て
い
る
。

【
九
】
企
業
の
会
計
及
び
報
告
実
務
は
強
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

国
際
会
計
基
準（
I
A
S
及
び
I
F
R
S
）へ
の
統
合
の
緊

急
性
、
原
則
主
義（
プ
リ
ン
シ
プ
ル
・
ベ
イ
シ
ス
）に
よ
る
会
計
基

準
の
開
発
、
財
務
報
告
の
理
解
可
能
性
の
改
善
な
ど
を
求
め

て
い
る
。

【
一
〇
】
発
行
会
社
に
対
す
る
規
制
の
水
準
を
上
げ
る
必
要
が

あ
る
。

タ
イ
ム
リ
ー
な
財
務
諸
表
の
審
査
や
証
券
監
督
者
国
際
機

構（
I
O
S
C
O
）の
証
券
規
制
原
則
に
基
づ
く
国
内
規
制
の

実
施
な
ど
を
求
め
て
い
る
。
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二
〇
〇
二
年
は
会
計
プ
ロ
フ
ェッ
シ
ョ
ン
に

と
っ
て
も
、
多
分
経
済
史
上
に
お
い
て
も
、

歴
史
に
残
る
年
で
あ
っ
た
と
思
う
。
エ
ン
ロ
ン

や
ワ
ー
ル
ド
コ
ム
を
初
め
と
す
る
米
国
発
の

会
計
不
正
事
件
が
発
覚
し
、
ビ
ッ
グ
5
の
一

角
を
占
め
て
い
た
ア
ー
サ
ー
ア
ン
ダ
ー
セ
ン
が

事
業
停
止
に
追
い
込
ま
れ
て
い
っ
て
し
ま
っ

た
。
こ
の
一
連
の
事
件
は
、
厳
し
い
基
準
や

規
制
か
ら
世
界
で
最
も
信
頼
で
き
る
市
場

と
い
わ
れ
て
き
た
米
国
の
資
本
市
場
全
体

の
信
頼
性
を
も
大
き
く
損
傷
さ
せ
て
し
ま

っ
た
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
会
計
不
正
の
問

題
は
、
何
も
企
業
の
C
F
O
や
外
部
監
査
人

に
責
任
を
取
ら
せ
れ
ば
済
む
よ
う
な
も
の

で
な
く
、コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
問
題
、

複
雑
で
詳
細
す
ぎ
る
会
計
基
準
の
問
題
、

外
部
監
査
人
の
独
立
性
の
問
題
、
証
券
ア

ナ
リ
ス
ト
や
格
付
機
関
の
利
益
相
反
の
問

題
な
ど
、
多
く
の
資
本
市
場
の
参
加
者
の

現
行
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
を
大
幅
に
見
直
す
必

要
が
あ
る
こ
と
が
、
事
件
の
原
因
の
解
明
を

進
め
る
う
ち
に
分
か
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

●

二
〇
〇
二
年
七
月
末
の
米
国
の
企
業
改

革
法（
サ
ー
ベ
イ
ン
ズ
・
オ
ク
ス
リ
ー
法
）の
成

立
を
受
け
て
、
各
国
は
自
国
の
資
本
市
場

の
透
明
性
と
信
頼
性
の
強
化
に
動
き
、
法

律
改
正
や
規
制
強
化
に
動
き
出
し
た
。

私
は
各
国
の
職
業
会
計
士
団
体
の
世
界

組
織
で
あ
る
I
F
A
C
の
会
長
と
し
て
、
二

〇
〇
二
年
前
半
の
混
乱
の
最
中
、
I
F
A
C

と
し
て
何
を
早
急
に
や
る
べ
き
か
に
つ
い
て

悩
ん
で
い
た
。
三
月
に
緊
急
の
会
長
声
明
を

出
し
た
後
、I
F
A
C
は
会
計
不
信
問
題
を
、

各
国
政
府
の
改
革
案
と
は
別
の
立
場
で
、

「
国
際
的
視
点
か
ら
、
信
頼
喪
失
の
原
因

を
分
析
し
、
信
頼
回
復
の
た
め
に
必
要
な

方
策
を
検
討
し
提
言
す
る
」と
い
う
任
務

を
実
行
す
る
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
を
設
置
す
る

こ
と
を
決
定
し
た
。
こ
の
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
の

メ
ン
バ
ー
に
は
、
議
長
と
し
て
カ
ナ
ダ
の
元
中

央
銀
行
総
裁
の
ジ
ョ
ン
・
ク
ロ
ー
氏
を
は
じ

め
、
会
計
プ
ロ
フ
ェッ
シ
ョ
ン
と
は
関
係
の
な
い

有
識
者
を
メ
ン
バ
ー
に
加
え
た
。
委
員
は
ア

メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、フ
ラ

ン
ス
お
よ
び
日
本
か
ら
成
り
、
日
本
か
ら
は

元
大
蔵
省
の
財
務
官
で
国
際
経
済
研
究
所

副
理
事
長
の
中
平
幸
典
氏
に
お
願
い
し
た

（
同
氏
に
は
こ
の
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
の
会
議
出

席
な
ど
で
多
大
な
貢
献
を
し
て
い
た
だ
い
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